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規程第３５号 

理事長決定 

平成２２年１月１日制定・施行 

平成２２年１１月１日改正・施行 

平成２７年３月３１日改正・平成２７年４月１日施行 

平成２８年４月１日改正・施行 

平成２８年１０月１日改正・施行 

令和２年１２月１日改正・施行 

令和３年８月１日改正・施行 

令和４年１０月１日改正・施行 

令和６年１０月１日改正・施行 

令和７年６月１日改正・施行 

 

日本年金機構職員賞与規程 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第６条） 

第２章 賞与（第７条－第１０条） 

第３章 雑則（第１１条・第１２条） 

附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、日本年金機構職員就業規則（規程第２１号。以下「職員就

業規則」という。）第５３条及び日本年金機構准職員就業規則（規程第２２号。

以下「准職員就業規則」という。）第４２条の規定に基づき、日本年金機構（以

下「機構」という。）の正規職員（職員就業規則第１条に規定する職員をいう。

以下同じ。）及び准職員（准職員就業規則第１条に規定する准職員をいう。以

下同じ。）（以下正規職員と准職員を合わせて「職員」という。）の賞与に関す

る事項を定めることを目的とする。 

 

（賞与の種類） 

第２条 職員の賞与は、期末手当、勤勉手当、業績手当及び新卒採用者一時金と

する。 
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（賞与の支払） 

第３条 賞与は、その全額を通貨で直接職員に支払う。ただし、次の各号のいず

れかに該当するものは、賞与支払の際に控除する。 

 （１）法令で定めるもの 

 （２）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２４条第１項ただし書に規定

する労使協定によるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、職員から申出のあった場合においては、その者の

指定する預金又は貯金の口座への振込みによって賞与を支払うことができる。 

 

（賞与の支給等） 

第４条 期末手当及び勤勉手当は、原則として６月１日及び１２月１日（以下

「基準日」という。）にそれぞれ在籍する職員に対して、第７条及び第８条の

規定に基づき、それぞれの基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。

これらの基準日前１ヵ月以内に死亡した職員についても同様とする。 

２ 業績手当は、原則として基準日にそれぞれ在籍する職員に対して、第９条の

規定に基づき、基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。 

３ 新卒採用者一時金は、原則として採用年度の基準日に在籍する職員（採用年

度の前年度に四年制大学又は大学院（以下「大学等」という。）を卒業した者、

又は採用年度の前年度に大学等を卒業した者と同等の条件で採用された者に

限る。ただし、正規職員に登用された者を除く。以下「新卒採用者」という。）

に対して、第１０条の規定に基づき、採用年度の基準日の属する月の理事長が

定める日に、１度に限り支給する。 

４ 前３項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員に対して

は、賞与（第５号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた賞与）を

支給しない。 

 （１）職員就業規則第１８条第１項第２号、第３号及び第６号又は准職員就業

規則第８条第１項第２号及び第３号の規定に基づく休職期間中の職員 

 （２）日本年金機構職員制裁規程（規程第４０号。以下「職員制裁規程」とい

う。）第２条第１項第５号の規定に基づく停職期間中の者 

 （３）日本年金機構職員育児・介護休業等に関する規程（規程第２９号）第３

条の規定により育児休業をしている職員又は日本年金機構職員配偶者同

行休業規程（規程第７８号）により配偶者同行休業をしている職員。ただ

し、期末手当及び勤勉手当にあっては、基準日に対応する第７条第１項に

規定する期間中に勤務した期間等がある職員を除く。また、業績手当にあ

っては、第９条第１項に規定する評価期間中に勤務した期間等がある職

員を除く。 
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 （４）基準日から支給日までの間に、職員就業規則第２４条第６号若しくは准

職員就業規則第１４条第１項第６号に規定する理由に基づき解雇され、

又は職員制裁規程第２条第１項第８号の規定に基づき懲戒解雇された者 

 （５）次条第１項の規定により賞与の支給を一時差し止め処分を受けた職員

（当該処分を取り消された者を除く。）であって、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者 

 （６）その他前各号の規定に準ずる者 

５ 前項に規定する場合のほか、財務状況の悪化その他やむを得ない事由が存

在する場合（当該職員について前項第４号に規定する解雇又は懲戒解雇の事

由が明白に存在する場合を含む。）には、賞与を支給せず、又はその支給日を

遅らせることがある。 

 

（賞与支給の一時差し止め） 

第５条 理事長は、支給日に賞与を支給されることとされていた職員で当該支

給日の前日までに退職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該

賞与の一部を一時差し止めることができる。 

 （１）退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について

拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法

律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下次項第

３号において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

 （２）退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴

取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があ

ると思料するに至った場合であって、その者に対し賞与を支給すること

が、賞与に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障

を生ずると認めるとき。 

２ 理事長は、一時差止処分を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合は、速やかに当該処分を取り消すものとする。ただし、第３号に該当

する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

 （１）一時差止処分を受けた者が当該処分の理由となった行為に係る刑事事件

に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

 （２）一時差止処分を受けた者について、当該処分の理由となった行為に係る

刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 
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 （３）一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し起訴されることなく当該処分に係る賞与の基準日から起算して１年

を経過した場合 

３ 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に

基づき、賞与の支給を差し止める必要がなくなったとして、当該処分を取り消

すことを妨げるものではない。 

４ 理事長が一時差止処分を行う場合は、当該処分を受ける者に対し、事由を記

載した説明書を交付するものとする。 

 

（端数の取扱い） 

第６条 この規程により算出した賞与の額に１円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

 

第２章 賞与 

 

（期末手当） 

第７条 期末手当は、６月１日が基準日の場合は前年の１０月１日から当年の

３月３１日、１２月１日が基準日の場合は当年の４月１日から９月３０日ま

での６ヵ月間（在職期間が６ヵ月に満たない者については、その在職期間）に

おける勤務日数を勘案して、その者の職責に応じてこれを支給する。 

２ 期末手当の取扱いは、その期ごとに別に定める。 

 

（勤勉手当） 

第８条 勤勉手当は、毎年度の予算の範囲内において、職員に対し、日本年金機

構人事評価実施規程（規程第４４号）第５条に定める半期評価の結果に応じて、

これを支給する。 

２ 前項の半期評価の結果は、６月１日が基準日の場合は前年の１０月１日か

ら当年の３月３１日までの期間、１２月１日が基準日の場合は当年の４月１

日から９月３０日までの期間を対象とする。 

３ 勤勉手当の取扱いは、その期ごとに別に定める。 

 

（業績手当） 

第９条 業績手当は、毎年度の予算の範囲内において、日本年金機構事業実績表

彰規程（規程第６２号）第２条に定める表彰の結果に応じ、当該表彰に係る評

価期間の９月３０日又は３月３１日に当該表彰拠点に所属する職員に対して、

支給することがある。 
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２ 業績手当の取扱いは、その期ごとに別に定める。 

 

（新卒採用者一時金） 

第１０条 新卒採用者一時金は、毎年度の予算の範囲内において、新卒採用者に

対し、支給することがある。 

２ 新卒採用者一時金の取扱いは、その期ごとに別に定める。 

 

第３章 雑則 

 

（改廃） 

第１１条 この規程の改廃については、理事長が決定する。 

 

（実施に関する事項） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

理事長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２２年１月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 平成２２年６月に支給される第７条の規定による期末手当の在職期間

及び第８条の規定による勤勉手当の取扱いについては、別に定める。 

 

（経過措置） 

第３条 平成２２年６月１日から平成２２年１１月３０日までの間に採用され

た職員に係る平成２２年１２月１日を基準日とする期末手当は、第７条第１

項の規定にかかわらず、平成２２年６月１日から平成２２年１１月３０日ま

での６ヵ月間（在職期間が６ヵ月に満たない者については、その在職期間）に

おける勤務日数を勘案して、その者の職責に応じてこれを支給する。 

 

 


